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研究成果の概要（和文）：本研究は末子中学生以上の共働き妻を対象に、妻のキャリア形成と夫の家事参加、夫
婦間勢力関係との関連について二次データ分析とインターネット調査によって行った。勢力とは家庭内の意思決
定などを指す。主な成果は以下の通りである。（１）妻の相対的資源を多くする要因として妻の正規雇用、通算
した勤続年数の長さ、非伝統的な性別役割分業意識、夫の収入の低さが示された。（２）妻は雇用形態にかかわ
らず、就業によって収入を得ても、家計分担を低く抑え、稼得役割は夫であるという性別役割規範を維持する。
（３）妻の資源である収入と年齢および性別役割分業意識と家計の意思決定との関連性について示唆した。

研究成果の概要（英文）：This study examines how wives’ relative resources and other factors affect 
husbands’ participation in housework and couples’ decision-making regarding family finances among 
double-income couples whose youngest child is middle school age or older. A secondary data analysis 
and a questionnaire survey through the internet were conducted in 2019-2023. Structural equation 
modeling yielded three major results. The results show that, firstly, wives’ regular employment, 
longer service years, lower traditional gender ideologies and lower husbands income increase wives’
 relative resources. Furthermore, wives’ relative resources increase husbands’ division of 
housework. Secondly, however dual-earner wives earn much money, they maintain gender role as 
traditional wives by controlling a low share of family finances. Third, this study also examined 
whether wives’ income as wives’ power and wives’ gender ideology effect marital decision-making 
about family finances and marital satisfaction.

研究分野： 家族社会学、家族関係学、ジェンダー研究

キーワード： 共働き夫婦　妻のキャリア形成　性別役割分業　夫の家事参加　勢力関係　家計の意思決定　家計分担
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研究成果の学術的意義や社会的意義
学術的意義は、家族社会学・家族関係学領域で、子育て期後の共働き夫婦における性別役割分業と勢力関係につ
いて、量的研究による知見の蓄積をした点である。新たな知見として、末子中学生以上の共働き妻の就業により
得られた勢力は相対的資源を多くするが、家計分担は勢力を得ても性別役割規範意識によって抑えられること、
家計の意思決定との関連性を明らかにした。
社会的意義は、共働き時代における夫のワーク・ライフ・バランス、家庭役割のジェンダー平等が期待される
中、共働き夫婦の勢力関係に新たな知見を与えた点である。具体的には妻の就業継続が夫婦の勢力関係に肯定的
な側面をもたらすことを示唆した。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属します。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９（共通） 
 
１．研究開始当初の背景 
研究開始当初の社会的背景として、継続的な共働き世帯の増加と均等法世代以降の女性によ

るキャリア型・専門職型として働く子どもをもつ妻の増加が見受けられた。共働き世帯は、2017
年には 1188 万世帯に上り，夫のみが就業する 641 万世帯を大きく上回った（内閣府 2018）。ま
た共働き家族における夫の家事参加は、常勤職で働く妻をもつ夫ではわずかに増加しながらも、
家庭内の性別役割分業が根強い傾向は続いていた。次に、共働きの妻の働き方について、男女雇
用機会均等法（以下、均等法）施行から 30 年が経過し、キャリア型の就業継続をする妻を含む
共働き夫婦の多様性が見られた。これまでの日本では、妻が第一子出産を機に労働市場から退出
し、育児期後に非正規雇用として短時間勤務により労働市場に戻るというパターンが多数を占
めていた。しかし均等法施行以降は、キャリア型や専門職として正規雇用として結婚・出産後も
就業継続をする女性が増えつつある。こうした社会的背景において、妻のキャリア形成と夫の家
庭役割、夫婦間の勢力関係に関する先行研究では、妻が家庭内で稼得役割を担うようになっても、
内面化した性別役割分業規範によって、家事や育児を一方的に担い、夫の家事・育児分担は緩や
かにしか進まないことが報告されてきた（中川 2010, 2015）。そして夫の家庭役割への参加と妻
の稼得役割への進出という性別役割分業の平等化については、主に末子が未就学児や小学生以
下という子育て期の家族を対象にした研究が中心となり、夫の育児・家事参加に関する規定要因
や意味など（例えば石井クンツ 2013）が数多く蓄積されてきた。 
以上に示した社会的・学術的な背景にあるように、共働きの妻の稼得能力は相対的に上がり、

共働き夫婦の家事・育児の分担に関する研究は蓄積されてきたものの、夫婦間の勢力関係や家計
管理への影響についての研究は蓄積があまり多くはない。共働き夫婦の勢力関係に関する研究
は、質的方法による研究成果や理論研究はあるものの、量的研究の蓄積は数少ない。こうした学
術的背景と前述の社会的背景から、本研究のテーマである共働き夫婦の勢力関係を中心とした
新たな関係性を質問紙調査による量的研究によって明らかにすることは、学術的・社会的な意義
があると考え、本研究を着想し、取り組むに至った。 
 
２．研究の目的 
本研究の目的は、末子が中学生以上である有配偶の妻を対象にして、妻のキャリア形成と夫の

子育て・家事への参加および夫婦の勢力関係および家計管理などとの関連性について、妻の子育
て・家事のゲートキーピング仮説および勢力論を援用して、次の 3 点を明らかにすることであ
る。（１）末子中学生以上の共働き夫婦における家庭役割および稼得役割の分担と妻のキャリア
要因との関連、（２）共働きの妻の就業が夫婦間の勢力関係および家計管理に及ぼす関連の２点
である。この研究目的を設定した根拠は以下のとおりである。 
第１に、夫の家庭役割への参加に関する研究の蓄積は多いが、妻の就業という妻の稼得役割が、

夫との勢力関係にどのように影響するかについての研究はほとんど見られない点（三具 2018）
である。第２に、これまでの夫の育児・家事参加研究は、末子が小学生以下である育児期・子育
て期の家族を対象にした研究が多く、育児・子育て期後として位置づけられる末子中学生以上の
共働きの夫と妻を対象にした研究は数少ない。性別役割分業の平等化という課題は、子育て期の
みではなく、末子が中学生以上となり、母親役割が軽減された夫婦においても研究の必要性があ
る。理由として、キャリア志向の妻である場合は、子育て期後は、職場でも管理職・専門職とし
ても期待される年代となることが多く、その時期に夫が家庭役割を分担することで、仕事にもよ
り注力することが可能になり、女性活躍への要請に応えることが推測されるからである。またこ
の時期の夫の家庭役割への関与は、中学生以上の子どもの家族観の涵養においても重要である
と考えられるが、この時期を捉えた父親研究も数少ない。第３は、子育て期後の共働き夫婦にお
ける勢力関係、家計管理の研究の必要性である。日本の夫婦における勢力研究の蓄積は欧米に比
べて乏しい。しかし近年は、男女雇用機会均等法以降の世代の多くは、末子が中学生以上である
子育て期後を迎えている。また同時に妻の稼得能力は向上しているのである（田中・坂口 2017）。
したがって、現代における共働き家族の家計に関する意思決定および勢力関係についても明ら
かにしていく必要がある。 
本研究の学術的独自性と創造性は 2 点が挙げられる。第 1 に妻の就業によるキャリア要因が

家族の勢力関係や夫婦の家計管理に及ぼす影響を取り上げる点である。第 2 は、研究対象を子育
て期後である末子中学生以上の妻とした点である。本研究は均等法以降に就職した子育て期後
の共働きの妻を主な対象にするが、収入を得た妻の夫婦間勢力と家計管理を明らかにすること
は、共働き社会における性別役割と家族関係、家計管理について、新たな知見を蓄積できる点で
独自性と創造性がある。 
 
３．研究の方法 
 本研究では、目的を達成するために、先行研究のレビューをふまえ、方法として二次データ分
析と、インターネット調査を行った。インターネット調査は、対象を共働きであり、末子中学生
以上の雇用者である妻とした。 
 



(1) 二次データ分析 
以下 3 点の個票データの提供ならびに使用許可を得て、二次データ分析を行った。 

・東京大学社会科学研究所附属社会調査・データアーカイブ研究センターSSJ データアーカイブ
から「共働き夫婦の家計と意識に関する調査，2014」（家計経済研究所データ委員会）の個票デ
ータの提供を受けて記述統計とパスモデルによる分析を行い、紀要論文として発表した。 
・東京女子大学女性学研究所から「高学歴女性のウェルビーイングに関する調査」(2020)(2021) 
は、2 つの個票データの使用許可を得て、記述統計とパス分析などによる分析を行い、学会発表、
報告書として発表した。なお本データは研究代表者が当該研究所の在職時に実施した調査デー
タである。 
(2) インターネット調査 
本調査であるインターネット調査「末子中学生以上の共働き家族と妻の就業、ワーク・ライフ・

バランス」について、当初計画では 2019 年度に実施予定であったが、コロナ禍により延期し、
最終年度である 2023 年 2 月に実施した。 
調査対象者は 1 都 3 県に居住し、既婚、中学生以上の末子を含む子どもと同居し、雇用者であ

る 59 歳以下の妻 1300 名である。主な調査内容は、夫と妻の就業状況、家計の意思決定、夫と妻
の家事遂行、仕事に関する意識、ワーク・ライフ・バランス、主観的幸福感、母親ゲートキーピ
ング、就業状況、属性などについてである。実査をマイボイスコムに委託した。調査期間は 2023
年 2 月である。調査結果は記述統計、分散分析、共分散構造分析などによる分析を行い、論文と
して学会誌に投稿し、現在審査中である。 
 
４．研究成果 
 2019 年度から 2022 年度までの主な成果は以下の通りである｡ 
 
(1) 共働き家族における家庭内労働の分担と妻のワーク・ライフ・バランス（2019 年度） 
 本研究の目的は、小学生以下の子どもをもつ共働きの妻を対象に、夫婦間の家事・子育ての分
担が、妻の働きかけによってより進むのか、そしてその働きかけによってもたらされる夫の家
事・子育て頻度と妻自身の家事・子育て頻度が妻のワーク・ライフ・バランスにどのように関連
するのかを明らかにすることである。本研究では、マターナル・ゲートキーピング仮説（DeLuccie 
1995：中川 2018 など）を援用し、妻が夫に対して家事や子育ての働きかけを行うことによって、
夫と家庭内労働を分担し、それによって妻が仕事と家庭間のコンフリクトを軽減しているのか
どうかについて、その要因とともに明らかにする。方法は JSPS 科研費 2016 年度 基盤研究(C) 
JP16K00742 によって行ったインターネット調査の個票データを用いた二次データ分析である。
対象は、日本全国に居住し、小学生以下の子どもと同居する、有配偶であり就業する妻 320 名で
あり、調査時期は 2018 年 3 月である。分析は記述統計およびパス解析である。 
パス解析の結果、次の 3 点が明らかになった。第一に、妻から夫への家事・子育ての働きかけ

は妻の学歴が高いほど多く、妻の働きかけの多さによって夫の家事・子育てをより多くしている。
第二に妻から夫への子育ての働きかけは妻自身の子育ての遂行の多さにも関連し、共働きであ
っても妻が夫とともに子育てを担い、家庭内の子育てのマネジメントを行う中心的な役割とな
っていることが示唆された。第三として、妻の仕事と家庭との間の葛藤は、夫と妻の家事および
子育てとの関連は見られず、妻の週労働時間の長さと性別役割分業意識が伝統的であるほどよ
り強いことが明らかになった。以上の結果から共働きの妻におけるワーク・ライフ・バランスに
ついて、妻は夫婦間の家庭内労働の分担を進めるが、分担の非対称さではなく、規範としたい自
身の家庭役割と現実に担っている職業役割に費やす時間によって葛藤が生じていることが結論
づけられた。 

 
(2) 共働き妻の相対的資源と働き方、性別役割分業意識（2020 年度） 
本研究では、4 年制大学を卒業した共働きの妻を対象にして、相対的資源としての夫婦の収入

における妻の収入割合が、妻自身の働き方、家族要因からどのように影響を受けているのかを明
らかにすることを目的とする。方法は二次データ分析である。使用データは東京女子大学女性学
研究所「高学歴女性のウェルビーイングに関する調査」(2020)である。分析対象者は、日本全国
に居住し、4 年制大学を卒業し、有配偶であり、現在も雇用者として就業している妻 140 名であ
る。共分散構造分析の結果、妻の相対的資源の規定要因として次のことが明らかになった。第一
に、妻の相対的資源をより多くする要因としては、妻が正規雇用であること、通算勤続年数がよ
り長いこと、夫の教育年数がより長いこと、夫の収入が低いこと、子どもがいないこと、性別役
割分業意識がより非伝統的であることなどが明らかになった。独立変数である妻および夫の年
齢は、妻の相対的資源とは有意な関連が見られなかった。次に媒介変数として投入した妻の性別
役割分業意識は、夫の教育年数がより短いほど伝統的であることが明らかになった。考察は以下
の通りである。妻の相対的資源としての夫婦間の収入割合が高くなるためには、夫婦間において
妻の収入が多いことと夫の収入が低いことの２点がある。妻の収入割合が高める要因として、妻
自身の収入が高くなることは、妻が正規雇用として安定した雇用と収入をもち、また通算した勤
続年数の長さがキャリアアップの成果としての収入増をもたらしていることが示唆された。そ
して夫の教育年数がより長いことが妻の収入割合を高めるという結果から、高学歴同士の同類
婚（橘木・迫田 2013）や、夫がより高い学歴であるために性別役割分業意識が非伝統的であり、



妻の就業に賛成していることが推察された。さらに妻自身の性別役割分業意識がより非伝統的
であることが、自身の相対的資源を高めるという結果からは、相対的資源を高めるためには、構
造的な要因とともに妻自身の家庭内におけるジェンダー平等に向けた性別役割分業意識が重要
であることが示唆された。次に夫の収入がより低い場合には、妻の相対的な資源がより高くなる
結果に関連して、先行研究では、夫が高い収入を得ている場合は、妻は正規雇用でも非正規雇用
でも就労は抑えられ、この効果は 10 年余りも続いている（西村・松井 2016）。本研究の結果も、
大卒女性という限定的な対象者であるが、関連する知見が確認された。以上から高学歴の共働き
妻が、夫婦間のジェンダー平等に向けた相対的資源をより多く獲得するためには、労働市場から
の資源と性別役割分業意識の重要性が求められることが結論づけられた。 

 
(3) 共働きの母親における相対的資源と稼得役割 (2021 年度)  
本研究は、共働きの母親を対象にし、夫婦間の相対的資源としての母親の収入割合と稼得役割

としての夫婦間の家計分担割合についての規定要因、および、それらが母親の雇用形態によって
相違があるのかを明らかにすることを目的とする。方法は二次データ分析である。対象は末子が
小学生以上であり、1 都 3 県に居住する共働きの母親 481 名であり、うち正規雇用者は 132 名、
非正規雇用者は 349 名である。図１ならびに 2 に多母集団分析の結果を示す。母親の雇用形態別
の分析結果から次の 3 点が考察された。第 1 に母親は雇用形態にかかわらず、年収が多いほど夫
婦間での母親の収入割合が高くなり、勢力を高めることが示唆された。第 2 に母親の収入がより
多くなるには、高い学歴と、結婚後も正規雇用として就業継続をすることが重要であることが示
された。第 3 として、母親は高い収入を得ても、家計分担を低く抑えていることから、母親が稼
得役割は父親が担うという性別役割規範を家庭内で維持していることが示唆された（中川 2022）。 
 

 
図 1 正規雇用の母親における夫婦間の収入割合と家計分担割合の要因モデルの分析結果 

 

  
図 2 非正規雇用の母親における夫婦間の収入割合と家計分担割合の要因モデルの分析結果 



(4) 妻の資源と家計の意思決定との関連性、妻の夫婦関係満足度について（2022 年度） 
本研究では、妻の資源である収入と年齢および性別役割分業意識と家計の意思決定との関連性さら

に妻の夫婦関係満足度との関連性について明らかにすることを目的としている。末子中学生以上の同
居する子どもをもち、雇用者である 59 歳以下の共働きの妻 1300 名を対象とし、2023 年 2 月にインター
ネット調査を実施した。有効回答者数は 1252 名である。研究代表者が記述統計、多変量解析によって
分析した後、考察を行い、投稿論文を執筆した。論文は 2023 年 4 月に投稿し、現在審査中である。 
 
(5) 高学歴女性における幸福感と結婚（2022 年度） 
  本研究の目的は、大学を卒業した高学歴の有配偶女性 394 名、無配偶女性 206 名を対象に、結婚
の有無によって幸福感の構造およびその規定要因の相違について明らかにすることである。方法は二
次データ分析である。データは東京女子大学女性学研究所から「高学歴女性のウェルビーイングに関
する調査」(2021)個票データであり、使用許可を得ている。調査対象は日本全国に居住する 30 歳から
60 歳までの女性 600 名、調査時期は 2021 年 2 月である。 

有配偶、無配偶のグループ別に行った因子分析とパス解析の結果、以下の 3 つの結論が得られた。
第 1 は、結婚の有無によって、幸福感の構造が異なる点である。有配偶の女性の幸福感は 3 因子とな
り「有配偶_達成成功感」「有配偶_人生幸福感」「有配偶_克服自尊感」から構成された。無配偶女性は
2 因子構造となり、「無配偶_成功幸福感」「無配偶_克服自尊感」から構成された。第 2 に、結婚の有無
にかかわらず、女性の収入の高さは、成功による幸福感および経済的な充足によって幸福感を強める
ことが示唆された。先行研究では世帯収入と女性の幸福感との関連性が明らかにされてきたが、本研究
を通じて結婚の有無にかかわらず、自身の収入が高いことは、自分の成功による幸福感および経済的
な充足による幸福感を強めていることが結論づけられた。第 3 は、結婚の有無によって幸福感を強める
家族要因が異なった点である。有配偶女性は親との同居が幸福感を強め、無配偶女性は、子ども数が
多いほど、幸福感を強めることが示唆された。有配偶女性の場合は子どもをもつ割合は多いが、親と同
居する世帯は減少傾向である中、拡大家族の楽しさ、さまざまな条件の克服や親子相互の感謝などの
肯定的な経験をしていることが考えられ、それらが女性自身の幸福感に結びつくことが推察された（中
川 2023）。 
 
 主な研究成果に対する国内外におけるインパクトは以下の通りである。日本における子育て期後であ
り、中年期の共働き夫婦の勢力関係について、妻の収入等の資源と家計分担、意志決定との関係性に
着目し、量的研究による知見を蓄積できた点が挙げられる。性別役割分業が根強い日本において、妻
を対象にしたインターネット調査から、高い学歴と就業継続、非伝統的な性別役割分業意識によって妻
の相対的資源が高まること、さらに夫婦の関係性について示唆した点は意義がある。今後の展望として、
社会階層および結婚観、主観的幸福感などにも着目した共働き家族の勢力関係について、女性だけ
ではなく、男性も対象にした調査も行い、研究を発展させる所存である。 
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